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各リスクの解説
◆ 法務リスク
　法令等に抵触することにより、有形無形の損失を被るリスク
◆ 流動性リスク
　・資金繰りリスク
　 金融機関の財務内容の悪化等により必要な資金が確保できなくなり、

資金繰りがつかなくなる場合や、資金の確保に通常よりも著しく高い
金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスク

　・市場流動性リスク
　 市場の混乱等により市場において取引ができなかったり、通常よりも

著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失を被るリ
スク

◆ オペレーショナルリスク
　 内部プロセス・人・システムが不適切であること若しくは機能しないこ

と、または外性的事象が生起することから生じる損失に係わるリスク
◆ システムリスク
　 コンピュータシステムのダウンまたは誤作動等、システムの不備等に

伴い有形無形の損失を被るリスク、及びコンピュータが不正に使用さ
れることにより有形無形の損失を被るリスク

◆ 事務リスク
　 役員・職員が正確な事務を怠りあるいは事故・不正等を起こす

ことにより有形無形の損失を被るリスク
◆ レピュテーショナルリスク
　 マスコミ報道、市場関係者間の評判、トラブル、インターネット掲示

板への書き込み等がきっかけとなり、評判が悪化し、信用が失墜する
ことにより有形無形の損失を被るリスク

◆ 自己資本比率に係わるリスク
　 自己資本比率が要求される水準を下回った場合に、金融庁長官から業

務の全部または一部の停止等を含む様々な命令を受け、業務遂行に支
障をきたすリスク

◆ 繰延税金資産に係わるリスク
　 将来の課税所得の予測に基づいて繰延税金資産の一部または全部の回

収ができないと判断される場合に、繰延税金資産が減額され、その結
果、業績等に悪影響を及ぼすリスク

◆ 格付低下のリスク
　 格付機関により格付が引き下げられた場合に、市場取引において、不

利な条件での取引を余儀なくされたり、または一定の取引を行うこと
ができなくなるリスク

◆ 財務報告に係る虚偽記載リスク
　 財務報告の非意図的な誤謬による記載や会計記録の改ざん等の不正な

財務報告及び資産の流用により銀行の信用力を損なうリスク
◆ 信用リスク
　 信用供与先の財務状況の悪化等により、資産（オフバランス資産を含

む）の価値が減少ないし消失し、損失を被るリスク
◆ 市場リスク
　 金利、有価証券等の価格、為替等の様々な市場のリスク・ファクター

の変動により、保有する資産（オフバランス資産を含む）の価格が変
動し損失を被るリスク

◆ 金利リスク
　 金利変動に伴い損失を被るリスクで、資産と負債の金利または期間の

ミスマッチが存在している中で金利が変動することにより、利益が低
下ないし損失を被るリスク

◆ 価格変動リスク
　 有価証券等の価格の変動に伴い資産価値が減少するリスク
◆ 為替リスク
　 外貨建資産・負債についてネット・ベースで資産超または負債超ポジ

ションが造成されていた場合に、為替の価格が当初予定されていた価
格と相違することによって損失が発生するリスク

　金融機関は、一私企業という立場を超えた高い公共性を有し、信用秩序の維持、預金者の保護、金融の円滑化、そして経済・
社会の発展に貢献しなければならないという社会的責任を負っております。
　その使命を果たしていくためには、法令やルールの遵守はもちろん社会規範に反することのない公正で誠実な業務を運営し、広く
信用・信頼を確立していくことが不可欠です。
　当行では、法令やルール等を厳格に遵守するといったコンプライアンスを経営の重要課題の一つと位置づけ、常に高い倫理観を
もって行動するための態勢の確立と基本的な姿勢が組織に定着するよう取り組んでおります。

■ コンプライアンス態勢
　コンプライアンスに関する統括部署を「コンプライアンス統括部」とし、あわせて、「コンプライアンス責任者」を本部各部
及び全営業店に配置しております。また、各セクションの横断的な組織として「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプ
ライアンスの徹底を図っております。
　更に、不正行為やルール違反などの事故の未然防止に向け、コンプライアンス相談窓口を設け、内部牽制機能の強化に努め
ております。
　また、平成18年にコンプライアンスに関する基本方針を明文化した「コンプライアンス規程」を制定しました。今後とも法
令等遵守意識の更なる高揚を図り、内部管理体制の一層の充実・強化に取り組んでまいります。

■ コンプライアンス意識の向上
　当行は、平成18年7月に行員の遵守すべき行動規範として「コンプライアンス宣言」を制定するなど、従来から行員一人ひ
とりが社会規範に則った行動をするよう意識づけを行ってきました。更に、行員として守らなければならない法令、規定やマ
ナー等について解説した「法令遵守の手引き」を全行員へ配付し、常に手元において行動の指針とするとともに、毎年策定す
るコンプライアンス実践計画に基づく研修等を通じて、法務知識の向上と遵法精神の徹底に努めております。

コンプライアンス（法令等遵守）
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